
大津市病児保育事業費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、病児保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって児

童の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）において使用する用語の例による。 

 （補助対象者等） 

第３条 この要綱による大津市病児保育事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付を受けることができ

る者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる病児保育事業（以下「補助事業」という。）を実施す

る者（補助事業を実施する施設又は事業所を開設しようとする者を含む。）とする。 

⑴ 児童が疾病の回復期に至らず、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を保

育所、幼保連携型認定こども園、病院又は診療所（以下「保育所等」という。）に付設された専用スペー

ス又は補助事業に係る専用施設（以下「専用施設等」という。）で一時的に保育する事業（以下「病児

対応型病児保育事業」という。） 

⑵ 児童が疾病の回復期にあり、かつ、集団保育が困難な期間において、専用施設等で一時的に保育する

事業（以下「病後児対応型病児保育事業」という。） 

（実施施設の基準等） 

第４条 補助事業の実施に係る設備及び運営に関する基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 専用施設等は、保育室、児童の静養又は隔離の機能を有する観察室、安静室及び調理室を有し、事故

及び感染の防止並びに衛生面に関する配慮がなされているなど、児童の養育に適した場所とすること。

ただし、同一敷地内にある保育所等の調理室を使用することができるときは、これを備えないことがで

きる。 

 ⑵ 専用施設等には、専用の出入口、手洗いに関する設備及び便所を設けること。 

⑶ 児童の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師（次号において「担当看護師等」という。）

を利用児童おおむね１０人につき１人以上配置するとともに、保育士を利用児童おおむね３人につき１

人以上配置すること。 

⑷ 利用児童が少ない日等において、感染症に関する情報提供や担当看護士等による巡回支援等を適宜実 

施すること。 

２ 補助対象者は、補助事業を実施するに当たり、前項に定める基準のほか、次に掲げる事項を遵守し 

なければならない。 

⑴ 保護者において児童をかかりつけ医に受診させた後、保護者と協議の上で利用の決定を行うこと。た

だし、医療機関でない施設において病児対応型病児保育事業を実施する場合にあっては、保護者が児童

の症状、処遇内容等を記載し、児童を診察した医師が入院の必要性がない旨を証した連絡票により、児

童の症状を確認した上で利用の決定を行うこと。 

⑵ 医療機関でない施設において補助事業を実施する場合は、緊急時において利用児童を受け入れる医療

機関（次号において「協力医療機関」という。）をあらかじめ選定すること。 

 ⑶ 医療機関でない施設において病児対応型病児保育事業を実施する場合は、利用児童の病態の変化に対

応し、かつ、他の利用児童への感染の防止を徹底するため、医療面における指導及び助言を行う医師を



あらかじめ選定するとともに、緊急時の対応について当該医師又は協力医療機関と文書により取り決め

を行うこと。 

 ⑷ 対応可能な症例、開所時間等に関する一定の目安を作成するとともに、保護者に対して周知し、理解

を得ること。 

 ⑸ 体温の管理その他の利用児童の健康状態を把握する手段を適切に講じるとともに、他の児童への感染

の防止に努めること。 

 ⑹ 利用児童の予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じ、予防接種を受けさせるよう保護者に助

言すること。 

 （利用者負担金） 

第５条 補助対象者は、補助事業を実施するために必要な経費の一部（以下「利用者負担金」という。）を保

護者から徴収することができるものとし、その負担方法及び額をあらかじめ定めなければならない。 

２ 補助対象者は、前項の規定により利用者負担金を徴収する場合にあっては、次に掲げる基準に従い、利

用者負担金の軽減を図るための措置を講じなければならない。  

 ⑴ 利用児童の属する世帯が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯であるとき 

免除 

 ⑵ 利用児童の属する世帯が市民税非課税世帯であるとき 利用者負担金の額の２分の１に相当する額の

軽減 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費は、人件費、給食費その他の補助事業の実施に要する経費（以下「運

営費」という。）並びに補助事業を実施する施設又は事業所（以下「施設等」という。）を開設しようとす

る場合における改修費及び備品購入費（以下「開設準備経費」という。）とする。 

２ 運営費に係る補助金の額は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 病児対応型病児保育事業 １年度につき、施設等１か所当たり、次に掲げる年間延べ利用児童数の

区分に応じ、それぞれ次に定める額に７，０３７，０００円を加算した額とする。 

ア ５０人以上１００人未満 １，０００，０００円 

イ １００人以上１５０人未満 １，５００，０００円 

  ウ １５０人以上２００人未満 ２，０００，０００円 

エ ２００人以上３００人未満 ３，０００，０００円 

オ ３００人以上４００人未満 ４，０００，０００円 

カ ４００人以上５００人未満 ５，０００，０００円 

キ ５００人以上６００人未満 ６，０００，０００円 

ク ６００人以上７００人未満 ７，０００，０００円 

ケ ７００人以上８００人未満 ８，０００，０００円 

コ ８００人以上９００人未満 ９，０００，０００円 

サ ９００人以上１，０００人未満 １０，０００，０００円 

シ １，０００人以上１，１００人未満 １１，０００，０００円 

ス １，１００人以上１，２００人未満 １２，０００，０００円 

セ １，２００人以上１，３００人未満 １３，０００，０００円 

ソ １，３００人以上１，４００人未満 １４，０００，０００円 

タ １，４００人以上１，５００人未満 １５，０００，０００円 



チ １，５００人以上１，６００人未満 １６，０００，０００円 

ツ １，６００人以上１，７００人未満 １７，０００，０００円 

テ １，７００人以上１，８００人未満 １８，０００，０００円 

ト １，８００人以上１，９００人未満 １９，０００，０００円 

ナ １，９００人以上２，０００人未満 ２０，０００，０００円 

ニ ２，０００人以上２，２００人未満 ２０，９００，０００円 

ヌ ２，２００人以上２，４００人未満 ２２，８００，０００円 

ネ ２，４００人以上２，６００人未満 ２４，７００，０００円 

ノ ２，６００人以上２，８００人未満 ２６，６００，０００円 

ハ ２，８００人以上３，０００人未満 ２８，５００，０００円 

ヒ ３，０００人以上３，２００人未満 ３０，４００，０００円 

フ ３，２００人以上３，４００人未満 ３２，３００，０００円 

ヘ ３，４００人以上３，６００人未満 ３４，２００，０００円 

ホ ３，６００人以上３，８００人未満 ３６，１００，０００円 

マ ３，８００人以上４，０００人未満 ３８，０００，０００円 

(2) 病後児対応型病児保育事業 １年度につき、施設等１か所当たり、次に掲げる年間延べ利用児童数の

区分に応じ、それぞれ次に定める額に５，１８７，０００円を加算した額とする。 

ア ５０人以上１００人未満 １，３００，０００円 

イ １００人以上１５０人未満 １，４１０，０００円 

ウ １５０人以上２００人未満 １，８８０，０００円 

エ ２００人以上３００人未満 ２，８２０，０００円 

オ ３００人以上４００人未満 ３，７６０，０００円 

カ ４００人以上５００人未満 ４，７００，０００円 

キ ５００人以上６００人未満 ５，６４０，０００円 

ク ６００人以上７００人未満 ６，５８０，０００円 

ケ ７００人以上８００人未満 ７，５２０，０００円 

コ ８００人以上９００人未満 ８，４６０，０００円 

サ ９００人以上１，０００人未満 ９，４００，０００円 

シ １，０００人以上１，１００人未満 １０，３４０，０００円 

ス １，１００人以上１，２００人未満 １１，２８０，０００円 

セ １，２００人以上１，３００人未満 １２，２２０，０００円 

ソ １，３００人以上１，４００人未満 １３，１６０，０００円 

タ １，４００人以上１，５００人未満 １４，１００，０００円 

チ １，５００人以上１，６００人未満 １５，０４０，０００円 

ツ １，６００人以上１，７００人未満 １５，９８０，０００円 

テ １，７００人以上１，８００人未満 １６，９２０，０００円 

ト １，８００人以上１，９００人未満 １７，８６０，０００円 

ナ １，９００人以上２，０００人未満 １８，８００，０００円 

ニ ２，０００人以上２，２００人未満 １９，６４６，０００円 

ヌ ２，２００人以上２，４００人未満 ２１，４３２，０００円 



ネ ２，４００人以上２，６００人未満 ２３，２１８，０００円 

ノ ２，６００人以上２，８００人未満 ２５，００４，０００円 

ハ ２，８００人以上３，０００人未満 ２６，７９０，０００円 

ヒ ３，０００人以上３，２００人未満 ２８，５７６，０００円 

フ ３，２００人以上３，４００人未満 ３０，３６２，０００円 

ヘ ３，４００人以上３，６００人未満 ３２，１４８，０００円 

ホ ３，６００人以上３，８００人未満 ３３，９３４，０００円 

マ ３，８００人以上４，０００人未満 ３５，７２０，０００円 

３ 前条第２項の規定により利用者負担金を免除し、又は減額した場合における運営費に係る補助金の額は、

前項第１号又は第２号の規定により算定した額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を

加算した額とする。 

⑴ 前条第２項第１号の規定により利用者負担金を免除したとき 当該免除に係る利用児童１人につき 

５，０００円 

⑵ 前条第２項第２号の規定により利用者負担金の額の２分の１に相当する額を減額したとき 当該  

 額に係る利用児童１人につき２，５００円 

４ 前２項の規定により算定した補助金の額が、運営費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額

を超えるときは、当該額をもって補助金の額とする。 

５ 開設準備経費に係る補助金の額は、施設等１か所につき年額４，０００，０００円の範囲内で市長が必

要と認める額とする。 

（交付申請書） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ市長に病児保育事業の実施計画書を提出しなけれ

ばならない。 

２ 大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第４条第１項の規定により 

市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市病児保育事業費補助金交付申請書（様式第１号） 

とする。 

３ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類（開設準備経費に係る補助金の申請をする者にあっては、第１

号に掲げる書類に限る。）を添付しなければならない。 

⑴ 病児保育事業の経費明細書 

⑵ 病児保育事業の利用児童数に関する調書 

（決定通知書） 

第８条 規則第７条第１項の規定による通知は、大津市病児保育事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）

により行うものとする。 

２ 規則第７条第２項の規定による通知は、大津市病児保育事業費補助金交付申請棄却（却下）決定通知書

（様式第３号）により行うものとする。 

（事情変更による取消通知書等） 

第９条 規則第９条第５項の規定による通知は、大津市病児保育事業費補助金交付決定取消通知書（様式第

４号）又は大津市病児保育事業費補助金交付決定変更通知書（様式第５号）により行うものとする。 

（補助事業等の内容の変更等の承認申請書） 

第１０条 規則第１３条第１項の規定により市長に提出しなければならない承認申請書は、大津市病児保育

事業費補助事業変更承認申請書（様式第６号）又は大津市病児保育事業費補助事業中止（廃止）承認申請



書（様式第７号）とする。 

２ 前項の大津市病児保育事業費補助事業変更承認申請書には、変更後の内容に係る次に掲げる書類（開設

準備経費に係る補助金の申請をする者にあっては、第１号に掲げる書類に限る。）を添付しなければなら

ない。 

⑴ 病児保育事業の経費明細書 

⑵ 病児保育事業の利用児童数に関する調書 

（承認通知書等） 

第１１条 規則第１３条第２項の規定による通知は、大津市病児保育事業費補助事業変更承認決定通知書（様

式第８号）若しくは大津市病児保育事業費補助事業中止（廃止）承認決定通知書（様式第９号）又は大津

市病児保育事業費補助事業変更承認申請棄却（却下）決定通知書（様式第１０号）若しくは大津市病児保

育事業費補助事業中止（廃止）承認申請棄却（却下）決定通知書（様式第１１号）により行うものとする。 

（実績報告書） 

第１２条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津市病児保育事業費

補助事業実績報告書（様式第１２号）とする。 

２ 前項の実績報告書には、病児保育事業の実施結果に関する書面を添付しなければならない。 

（確定通知書） 

第１３条 規則第１５条の規定による通知は、大津市病児保育事業費補助金確定通知書（様式第１３号）に

より行うものとする。 

（交付請求書） 

第１４条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、大津市病児保育

事業費補助金交付請求書（様式第１４号）とする。 

（事前交付請求に係る交付請求書） 

第１５条 規則第１８条第２項において準用する同条第１項の規定により市長に提出しなければならない交 

付請求書は、大津市病児保育事業費補助金交付請求書（様式第１５号）とする。 

（取消通知書） 

第１６条 規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市病児保育事業費補助金交付決定取消通知書（様

式第１６号）により行うものとする。 

（返還通知書） 

第１７条 規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、大津市病児保育事業費補助金返還通知書（様 

式第１７号）により行うものとする。 

（消費税等に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１８条 補助金の交付を受けた者は、補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補

助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、速やかに市長に報告

し、当該仕入控除税額に相当する額を市に返納しなければならない。 

（帳簿の備付け） 

第１９条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後５年間、補助事業に係る収入及び支出を明らかにし 

た帳簿や日々の利用児童数、利用の事由等の実施状況に関する書類を備え付けておかなければならない。 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 

附 則 



１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 大津市病児・病後児保育事業実施要綱（平成２１年制定）は、廃止する。 

３ この要綱は、国の子ども・子育て支援交付金（病児保育事業を対象事業として交付されるものに限る。）

の交付措置が終了するに至ったときは、廃止するものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１８日から施行し、改正後の大津市病児保育事業費補助金交付要綱の規定は、 

平成２９年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１７日から施行し、改正後の大津市病児保育事業費補助金交付要綱の規定 

は、平成３０年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和元年６月２１日から施行し、改正後の大津市病児保育事業費補助金交付要綱の規定は、 

令和元年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書

類は、改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用すること

ができる。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月２０日から施行し、改正後の大津市病児保育事業費補助金交付要綱の規定は、 

令和４年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

この要綱は、令和５年１０月４日から施行し、改正後の大津市病児保育事業費補助金交付要綱の規定は、 

令和５年度分の補助金から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助金交付申請書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大 津 市 長           

 

 

       申請者 所在地                 

 

施設名                 

 

代表者名                

 

 

 大津市補助金等交付規則第４条第１項の規定により、大津市病児保育事業費補助金の交付について次の 

 

とおり申請します。 

 

補 助 年 度  年度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

補助事業の目的及び内容  

補助事業の経費所要額 円   

交 付 申 請 額 

（ 内 訳 ） 

 

                          円   

 

 

 

補助事業の着手予定年月日 

及 び 完 了 予 定 年 月 日 

着 手       年     月     日 

完 了       年     月     日 

添 付 書 類 
(1) 病児保育事業の経費明細書 

(2) 病児保育事業の利用児童数に関する調書 



様式第２号（第８条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助金交付決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大津市病児保育事業費補助金の交付について、次のとおり 

 

決定したので大津市補助金等交付規則第７条第１項の規定により通知します。 

 

補 助 年 度 年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

補助事業の目的及び内容 
交付申請書記載のとおり 

ただし、    については、    とする。 

交 付 決 定 金 額 円   

交 付 条 件 

(1) 補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受け 

ること。 

(3) 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承 

認を受けること。 

(4) 前３号に違反した場合は、補助金の一部又は全部の返還を命 

じることがある。 

（注）補助事業の目的及び内容の項のただし書については、大津市補助金等交付規則第 5条第 2項の規

定により補助金交付申請に係る事項について修正を加えた場合に記載する。 



様式第３号（第８条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助金交付申請棄却（却下）決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大津市病児保育事業費補助金について、次のとおり交付し 

 

ないことと決定したので大津市補助金等交付規則第７条第２項の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

補助事業の目的及び内容 交付申請書記載のとおり 

交 付 申 請 金 額 円   

交 付 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 
 

 



様式第４号（第９条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助金交付決定取消通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で交付の決定をした大津市病児保育事業費補助金につ 

 

いて、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

交 付 決 定 金 額 円   

取 消 金 額 円   

取消し後の交付決定金額 円   

取 消 し を し た 理 由  

 



様式第５号（第９条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助金交付決定変更通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で交付の決定をした大津市病児保育事業費補助金につ 

 

いて、次のとおり交付決定を変更したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

交 付 決 定 金 額 円   

決定内容又はこれに付 

した条件を変更する内容 
 

変 更 を し た 理 由  

 



様式第６号（第１０条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助事業変更承認申請書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大 津 市 長           

 

 

       申請者 所在地                 

 

施設名                 

 

代表者名                

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定のあった大津市病児保育事業費 

 

補助事業の変更の承認について、大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定により次のとおり申請しま 

 

す。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

補助事業の変更の内容 円   

変 更 す る 理 由  

変 更 の 年 月 日    年     月     日 

添 付 書 類 
(1) 病児保育事業の経費明細書 

(2) 病児保育事業の利用児童数に関する調書 

 



様式第７号（第１０条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助事業中止（廃止）承認申請書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大 津 市 長           

 

 

       申請者 所在地                 

 

施設名                 

 

代表者名                

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定のあった大津市病児保育事業費 

 

補助事業の中止（廃止）の承認について、大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定により次のとおり 

 

申請します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

中止（廃止）する理由  

中止（廃止）の年月日    年     月     日 

添 付 書 類 
(1) 病児保育事業の経費明細書 

(2) 病児保育事業の利用児童数に関する調書 

 



様式第８号（第１１条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助事業変更承認決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市病児保育事業費補 

 

助事業の変更について、次のとおり承認したので大津市補助金等交付規則第１３条第２項の規定により通知 

 

します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

承 認 し た 変 更 内 容  

承認に係る事業の変更年月日 年     月     日 

 



様式第９号（第１１条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助事業中止（廃止）承認決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市病児保育事業費補 

 

助事業の中止（廃止）について、次のとおり承認したので大津市補助金等交付規則第１３条第２項の規定に 

 

より通知します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

中止（廃止）の承認年月日 年     月     日 

 



様式第１０号（第１１条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助事業変更承認申請棄却（却下）決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市病児保育事業費補 

 

助事業の変更について、次のとおり承認しないことと決定したので大津市補助金等交付規則第１３条第２項 

 

の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

補助事業の変更の内容  

承 認 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 
 

 



様式第１１号（第１１条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助事業中止（廃止）承認申請棄却（却下）決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市病児保育事業費補 

 

助事業の中止（廃止）について、次のとおり承認しないことと決定したので大津市補助金等交付規則第１３ 

 

条第２項の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

承 認 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 
 

 



様式第１２号（第１２条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助事業実績報告書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大 津 市 長           

 

 

       補助事業者 所在地                 

 

施設名                 

 

代表者名                

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定のあった大津市病児保育事業費 

 

補助事業の実績について、大津市補助金等交付規則第１４条の規定により次のとおり報告します。 

 

補 助 年 度 年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

補助事業の着手年月日 

及 び 完 了 年 月 日 

着 手       年     月     日 

完 了       年     月     日 

交 付 決 定 金 額 円   

補 助 金 の 既 交 付 金 額 円   

補助事業の経費精算額 

（ 補 助 対 象 金 額 ） 
円   

添 付 書 類 病児保育事業の実施結果に関する書面 

 



様式第１３号（第１３条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助金確定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市病児保育事業費補 

 

助事業について、次のとおり大津市病児保育事業費補助金の額を確定したので大津市補助金等交付規則第 

 

１５条の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

交 付 決 定 金 額                         円   

補助事業の経費精算額 

（ 補 助 対 象 金 額 ） 
                        円   

交 付 確 定 金 額                         円   

 



様式第１４号（第１４条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助金交付請求書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大 津 市 長           

 

 

       補助事業者 所在地                 

 

施設名                 

 

代表者名              ○印  

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の確定のあった大津市病児保育事業費補 

 

助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第１項の規定により次のとおり請求します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

交 付 確 定 金 額 円   

交 付 請 求 金 額 円   

添 付 書 類  

 



様式第１５号（第１５条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助金交付請求書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大 津 市 長           

 

 

       補助事業者 所在地                 

 

施設名                 

 

代表者名              ○印  

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定のあった大津市病児保育事業費補 

 

助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第２項の規定により次のとおり事前に一括（分割）して交 

 

付を請求します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

交 付 決 定 金 額 円   

補 助 金 を 事 前 交 付 

請 求 す る 理 由 
 

補 助 金 の 既 交 付 金 額    円   

交 付 請 求 金 額 円   

添 付 書 類  

 



様式第１６号（第１６条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助金交付決定取消通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市病児保育事業費補助 

 

金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第１９条第４項の規定により通 

 

知します。 

 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

交付決定（確定）金額                         円   

取 消 金 額                         円   

取消し後の交付決定（確定）金額                         円   

取 消 し を し た 理 由  

 

 



様式第１７号（第１７条関係） 

 

大津市病児保育事業費補助金返還通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付け大   第   号で補助金の交付の決定をした大津市病児保育事業費補助 

 

金について、大津市補助金等交付規則第２０条第１項の規定により次のとおり返還を請求します。 

 

返 還 金  円   

返 還 理 由  

返 還 期 限    年     月     日 まで 

補 助 年 度  年度    

補 助 事 業 の 名 称 大津市病児保育事業費補助事業 

交 付 決 定 金 額                         円   

補 助 金 の 既 交 付 金 額 

及 び 交 付 年 月 日 

円   

   年     月     日 

交 付 確 定 金 額                         円   

   （注） 別添納付書により振り込んでください。なお、大津市補助金等交付規則第１９条 

      第１項の規定により交付の決定を取り消された場合において、返還期限までに納付 

      されないときは、延滞金を納付しなければなりません。 


